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令和３年広審第４８号 

裁    決 

貨物船Ｃ岸壁衝突事件 

 

受  審  人  ｃ１ 

職  名 Ｃ水先人 

水先免許 内海水先区一級水先人 

受  審  人  ｃ２ 

職  名 Ｃ水先研修生 

水先免許 内海水先区一級水先人 

補  佐  人  １人 

 

本件について、当海難審判所は、理事官川西篤史出席のうえ審理し、

次のとおり裁決する。 

 

主    文 

 

受審人ｃ１を戒告する。 

受審人ｃ２を懲戒しない。 

 

理    由 

（海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

令和３年３月１５日０６時５９分半僅か前 

福山港 

２ 船舶の要目 
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船 種 船 名 貨物船Ｃ 

総 ト ン 数 １７,０１８トン 

全 長 １６９.３７メートル 

機関の種類 ディーゼル機関 

出 力 ５,８５０キロワット 

３ 事実の経過 

 (1) 設備等 

Ｃは、平成２１年４月本邦造船所において進水し、操舵室を最上

層に配した４層の船橋甲板室を船尾部に、５個の貨物倉を同室前方

の上甲板下に、荷役用クレーン各１基を各倉口間の船体中心線上に

それぞれ設け、１機１軸の固定ピッチプロペラ及び最大舵角３５度

の半釣合い舵を装備する、載貨重量が約２万８千トンのハンディー

サイズと称される船首楼付ばら積み鋼製貨物船で、船橋前面から船

首端までが約１４５メートルであった。 

操舵室は、前部中央に操舵スタンド、同部左舷側に機関コンソー

ル、同部右舷側にレーダー２台、電子海図情報表示装置等を装備し、

前面窓下部中央にレピータコンパス、同窓枠上方に舵角指示器、機

関回転計等を備えていた。 

(2) ｃ１受審人の経歴等 

（一部省略） 

ｃ１受審人は、令和３年３月８日から同月１５日正午まで福山港

に待機して出入港する船舶の嚮導に当たることとなり、Ｘ社船舶信

号所の南方約４海里沖合に位置する指定錨地Ｅ－６で投錨待機中の

ＣをＸ社の原料岸壁Ｂバースに着岸させるのに際し、内海水先人会

会則に基づき、実船研修中のｃ２受審人に対する指導水先人に選任

された。 
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 (3) ｃ２受審人の経歴等 

ｃ２受審人は、（一部省略）水先人会研修規程に則り、水先研修

生の立場で、指導水先人のもとで行う実船研修の一環として、Ｃに

乗船することとなった。 

(4) 福山港 

福山港は、広島県東部に位置し、国際物流拠点として機能する主

要港湾で、港口からＸ社が建設された鋼管町の造成地（以下「鋼管

町造成地」という。）東岸沖合に至る水域には、長さ約４.７海里、

幅約３５０メートル、掘下げ水深１６メートルの本航路と称する水

路が、ＪＦＥスチール福山港導灯（２灯）の０００.５度（真方位、

以下同じ。）の指導線に沿うように設けられていた。 

原料岸壁は、岸壁法線が本航路と概ね平行に鋼管町造成地の東岸

に設けられ、南から順にＭ、Ｌ、Ａ及びＢの各バースに区画されて

鉄鋼原料を積載した船舶の揚げ荷役に供されていた。 

(5) 水先人の嚮導態勢等 

水先人会は、海難事故防止を図るため、水先人２人で乗船する場

合、操船を受け持つ主水先人と同人に情報を提供する副水先人とに

分け、各水先人が分担する職務を明記した文書を所属会員に周知し

ていたが、水先人会研修規程では、指導水先人と水先研修生の２人

で乗船する場合の各人が分担する職務を定めず、指導水先人が自己

の判断と責任において研修水先人を誠実に指導すべき旨を定めてい

た。 

ｃ１受審人は、Ｃの主要目及び航海計器の装備状況、隣接するＡ

バースの係留状況、気象情報等を入手し、着岸操船計画図、引船の

船名及び配置、潮汐情報等を示したパイロットインフォメーション

カードを作成して嚮導に備え、船長に対する同カードの手交及び接
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岸操船計画の説明をｃ２受審人に任せるものの、自らが嚮導に当た

ることとし、自身が行う操船を見学するよう同受審人に指示した。 

ｃ２受審人は、水先人会研修規程による実船研修の実施形態に部

分操船及び全域操船のほか、操船見学による水先技術の習熟を図る

場合があることを承知していたので、ｃ１受審人の指示に従い、同

人が行う操船の見学に専念することとした。 

(6) 操船計画 

ｃ１受審人は、引船１隻を先導させて本航路をこれに沿って北上

し、鋼管町造成地の南東端沖合で引船Ｙを左舷船首部に、引船Ｚを

左舷船尾部にそれぞれ係止し、北上を続けてＡバース沖合に至れば、

機関を停止するとともに両引船を船尾方に引かせて減速し、Ｂバー

ス前面約１００メートル沖合で停留させ、Ｙを船尾方向に引かせる

とともにＺを右舷正横方向に押させて左回頭した後、南方に向首し

たところで両引船を右舷正横方向に押させて同バースに寄せ、出船

右舷着けする計画とした。 

(7) 本件発生に至る経緯 

ｃ１受審人は、令和３年３月１５日０５時３６分錨泊中のＣにｃ

２受審人と共に乗船し、昇橋後、船長ｃ３に対し、同受審人にパイ

ロットインフォメーションカードの手交及び接岸操船計画の説明を

させ、同船のＧＰＳのアンテナジャックに接続したパイロットサポ

ーターをレピータコンパス付近に置いて起動した。 

こうして、Ｃは、ｃ３船長ほか中華人民共和国籍の１９人が乗り

組み、ｃ１、ｃ２両受審人が乗船し、石炭２６,４００トンを積み、

船首９.３０メートル船尾９.８０メートルの喫水をもって、同日 

０５時５４分指定錨地Ｅ－６を発し、Ｂバースに向かった。 

ｃ１受審人は、ｃ３船長在橋の下、三等航海士が操船補佐に、操
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舵手が操舵に、機関長ほか２人が機関室配置に、一等航海士ほか数

人が船首配置に、二等航海士ほか数人が船尾配置に就く態勢で嚮導

に当たった。 

ｃ１受審人は、０６時１０分頃本航路に入航して同航路をこれに

沿って北上し、０６時１２分頃Ｙを左舷船首部に、０６時２３分頃

Ｚを左舷船尾部にそれぞれ係止し、０６時２６分半僅か過ぎＪＦＥ

スチール福山港導灯（前灯）（以下「福山港導灯」という。）から

１８０.５度２.７９海里の地点で、針路を００１度に定め、機関を

極微速力前進にかけ、４.５ノットの速力（対地速力、以下同じ。

）で、手動操舵によって進行した。 

ｃ１受審人は、舵及び引船により針路及び速力を制御しながら続

航し、０６時４４分半僅か前Ｂバース沖合まで約１,０００メート

ルとなる、福山港導灯から１８０度１.４５海里の地点付近で、待

機中のバースマスターと交信し、Ｂバース前面約１００メートル沖

合で停留させて左回頭した後に接岸する計画を伝え、両引船を船尾

方向に引かせるなどして徐々に減速した。 

０６時５０分僅か過ぎｃ１受審人は、福山港導灯から１８０度

１.２３海里の地点で、３５３度に向首して１.８ノットの速力とな

り、Ａバース沖合に至ったとき、機関を停止する状況となったが、

回頭操船を始めることに気をとられ、機関回転計を視認するなど、

機関の運転状態の確認を十分に行わなかったので、機関が極微速力

前進にかかっていることに気付くことなく進行した。 

やがて、ｃ１受審人は、Ｂバース沖合に至り、Ｙ、Ｚ両船にそれ

ぞれ指示して左回頭を始めたところ、０６時５５分半少し過ぎ予定

とは異なり、引船から同バースに約５０メートルまで接近している

旨の報告を受け、半速力で、引き続き全速力で引くように引船に指
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示した。 

ｃ２受審人は、計画と異なり、Ｂバースに接近していることに疑

問を抱き、０６時５９分半少し前機関回転計を見たところ、機関が

極微速力前進となっていることに気付き、急ぎｃ１受審人に報告し

た。 

ｃ１受審人は、報告を受けて機関が極微速力前進にかかっている

ことを知り、全速力後進を令したものの、及ばず、０６時５９分半

僅か前福山港導灯から１８６度１,７６０メートルの地点において、

Ｃは、２６９度に向首し、１.７ノットの速力となったとき、船首

がＢバースに衝突した。 

当時、天候は曇りで風力３の北風が吹き、潮候は上げ潮の初期に

当たり、視界は良好であった。 

衝突の結果、Ｃは、船首部に凹損を生じ、Ｂバースは、プラット

フォームが損壊して海中に落下したほか、同プラットフォームを支

えるブラケットに曲損が生じた。 

 

（原因及び受審人の行為） 

本件岸壁衝突は、福山港において、Ｂバースに接岸する際、機関の運

転状態の確認が不十分で、極微速力前進のまま同バース沖合で回頭した

ことによって発生したものである。 

ｃ１受審人は、福山港において、Ｂバースに接岸する場合、Ａバース

沖合に至ったところで機関を停止する計画としていたのだから、機関回

転計を視認するなど、機関の運転状態の確認を十分に行うべき注意義務

があった。しかるに、同人は、回頭操船を始めることに気をとられ、機

関の運転状態の確認を十分に行わなかった職務上の過失により、機関が

極微速力前進にかかっていることに気付かないままＢバース沖合で回頭
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して同バースに衝突する事態を招き、船体及びＢバースに損傷を生じさ

せるに至った。 

以上のｃ１受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

ｃ２受審人の行為は、本件発生の原因とならない。 

 

よって主文のとおり裁決する。 

 

令和４年１２月１日 

広島地方海難審判所 

審 判 長 審 判 官  濱  田  真  人 

 

審 判 官  横  井  幸  治 

 

審 判 官  菅  生  貴  繁 


